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学校再開についてのお知らせとお願い 

 

 

日ごろから、本市教育の推進にご理解、ご協力を賜り、心から感謝申し上げます。 

さて、みだしのことについて、新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドラ

イン及び兵庫県教育委員会の方針等を踏まえ、新型コロナ感染症の持続的な対策と子ども

たちの健やかな学びの両立を図るため、当面の間、一定の行動制限などを設けた上で、実

施可能な教育活動から再開します。 

子どもたちの健康、安全を第一に考え、学校における感染拡大のリスクを可能な限り低

減しつつ、段階的に教育活動を行うための措置ですので、下記の事項についてご理解、ご

協力を賜りますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 主な感染予防対策 

(1) 「密閉」・「密集」・「密接」の３条件が同時に重なることを避けるのはもちろんのこ

と、可能な範囲において１つ１つの条件が発生しないように配慮しながら教育活動を

行います。 

(2) 児童生徒や教職員の体温、風邪症状を確認します。 

(3) 屋内の活動場所は可能な限り２方向の窓を開け、こまめな換気を実施します。 

(4) 授業では、可能な限り間隔を空けて机を配置し、席が向かい合わせにならないよう

配慮します。 

(5) 集団登校では、一列で登校するなど、児童生徒が向かい合わせにならないよう配慮

します。 

(6) スクールバスでは、車内の換気に留意し、可能な限り間隔を空けて座るよう配慮し

ます。 

(7) 給食前の手洗いを徹底し、給食時は、飛沫を飛ばさないよう向かい合っての食事を

回避します。 

(8) 手洗いや咳エチケットを徹底します。 

 

２ ご家庭へのお願い 

各家庭においては、不要不急の外出を自粛していただくとともに、次のような対策を

お願いします。 

(1) 毎朝の検温及び風邪症状等を確認し、健康観察表にご記入ください。 



(2) 手洗いや咳エチケットなど、基本的な感染症対策にご協力ください。 

(3) 免疫力が下がらないよう、十分な睡眠、適度な運動やバランスの取れた食事を心が

けください。 

(4) 発熱など、風邪の症状が見られるときは登校をお控えください。回復後、無理をせ

ず、家庭で１日、２日様子を確認願います。 

(5) 登校の際には、家を出る時から、マスクの着用をお願いします。 

(6) 学校において、体調が優れない（微熱含む）場合、感染対策の観点から、お子様の

安全を第一に考え、自宅での休養をお願いします。学校から早退の連絡があった場合、

速やかにお迎えをお願いします。 

 

３ 分散登校について 

(1) 児童生徒が適切な身体的距離を確保するため、登校する学級の児童生徒が概ね 20

人以下になるよう２つのグループに分け、登校するグループと家庭学習をするグル

ープを隔日で入れ替えます。 

※ グループ分けについては、別紙をご覧ください。 

(2) 分散登校の期間は、６月１日から６月 14日まで 

  （今後の感染状況等により延長等の可能性あり） 

※ 給食は、６月３日から開始します。（小学校１年生も６月３日から開始します。） 

(3) 通学班での登校とします。集合、整列、登校等「密集、密接」を防ぐために可能な

範囲で見守りの協力をお願いします。 

(4) 登校時間については、通常どおりです。 

 

４ 部活動について（中学校） 

  分散登校期間（６月１日～６月 14日）における部活動は、感染予防を講じた上で、登

校している生徒を対象に、平日２日、休日 1 日、各 90分を上限として実施します。詳し

くは、部活顧問から連絡いたします。 

 

５ その他 

 新型コロナウイルス対策については、日々状況が変化しているため、今後の対応が変

わることがあります。その際は、改めて連絡します。 


